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1-3. 農業農村におけるＩＣＴの活用事例 
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３)LPWA：通信速度は数 kbps から数百 kbps 程度と携帯電話システムと比較して低速なものの、一般的な電池で数年から数

十年にわたって運用可能な省電力性や、数 km から数十 km もの通信が可能な広域性を有する無線通信技術の総称。 
４)ローカル 5G：地域や産業の個別のニーズに応じて地域の企業や自治体等の様々な主体が、自らの建物内や敷地内でスポ

ット的に柔軟に構築できる 5G システム。 

⚫ トラクターの自動走行 

北海道岩見沢市では、５

Ｇ（キャリア、ローカル）を用

いた自動走行トラクターの遠

隔監視制御の実証を進めて

います。夜間作業や複数同

時制御など、遠隔監視セン

ターからトラクターを制御す

る機能実装を目指していま

す。 

 
⚫ 収穫機の自動走行 

鹿児島県志布志市では、

茶葉の摘採にローカル 5G を

用いた自動収穫機を活用し

ており、遠隔制御によって作

業の効率化を図る実証を行

っています。 

(参照)取組事例 7 志布志市 41p 

 

ローカル 5G4)を活用したスマート農業（自動走行） 

関連技術の深化や各種制度の整理

がされれば、5G の特徴である超高速、

超低遅延、多数同時接続等を活かし、

遠隔地から複数台のトラクター等を同時

に監視制御する社会が実現するかもし

れません。 

労働力不足が深刻化している中、大規

模ほ場での農作業効率化、省力化を具

体化する機能として期待されます。 

 

稲作において、水管理は多くの時間と

労力を必要とし、コメの品質を左右する重

要な作業ですが、昨今では農業者の減少

に伴い一人当たりの経営農地面積が増

え、水管理の省力化、効率化が求められ

ています。 

水田の水管理に、LPWA3)を活用した水

田センサと自動給水栓を導入することで、

水位・水温に連動したバルブの自動開閉

や遠隔操作をすることができ、水管理の省

力化と精度を向上させることができます。 

また、排水機場などの水利施設では、管

理や操作を省力化するために、水位セン

サやカメラを取り付けることで、遠隔で水

位の監視を行えます。さらに、⽔位の計測

や報告などの業務に安価なセンシング機

器を採⽤することで、少ない投資で確実

な省⼒効果を期待できると同時に、職員

の安全管理、働き方改⾰にも高い効果を

期待できます。 

 

⚫ 水田水管理システム 

静岡県で水田センサ 300

基、自動給水栓100基を導

入して行った実証実験で

は、水管理システムを導入

することによって水管理にか

かる時間を 7～8 割削減で

きることが分かりました。 

出典：「ICT を活用した日本最大級

の水田水管理システムの実証研究」

（静岡県農地局） 

⚫ 水利施設の水管理 

静岡県袋井市では、用水

路や排水機場に水位センサ

等を設置して、遠隔で水位

の監視を行うことで水利施

設の操作・管理の省力化を

図っています。 

 

(参照)取組事例 5 袋井市 p37 

 

LPWA3)を活用した水管理の自動化 
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⚫ ドローンによる生育調査 

鹿児島県志布志市では、

ドローンを使って摘採計画策

定に用いるデータを収集し、

膨大なデータをローカル 5G

によって高速転送することで

分析にかかる時間を大幅に

短縮しています。 

⚫ スマートグラス 

山梨県甲府市では、ブド

ウ栽培での「匠の技」を見え

る化するために、スマートグ

ラスで撮影した画像をＡＩ解

析し、その結果をスマートグ

ラスに動的に表示するシス

テムをローカル 5G を用いて

実現しています。 

 

５G の特徴を活かした無線通信によっ

て、膨大なデータを瞬時に解析すること

ができ、農作業を行いながらＡＩなどを活

用したデータ分析を行うことができます。 

熟練の技が必要だった農業におい

て、データ分析を活用することで、新規

就農者でも熟練者と同じように農作業を

行うことができ、技術力の向上、早期の

収益確保につながります。 

さらに、こういった高速通信を活かした

データ分析にスマートグラスやドローンな

どの先端技術を組み合わせることで、今

まで実現できなかった新しい農業の形を

実現することができます。 

 

ローカル 5G を活用したスマート農業（データ分析） 

⚫ AI を活用した鳥獣被害対策 

長野県塩尻市では、畑な

どに設置したカメラで撮影し

た画像から、サルが出没し

た際の画像を AI で解析し、

出没情報を関係者に伝達

するシステムを実現していま

す。 

(参照)取組事例 4 塩尻市 32p 

 

⚫ AR マーカーを組み合わせた鳥獣被害対策 
鹿児島県志布志市では、

箱わなの入口部に AR マー

カーを取り付け、定点撮影し

ているカメラ画像からAIで開

閉を自動判定し、鳥獣の捕

獲を検知しています。 

鳥獣被害対策におけるわな監視で

は、捕獲状況の自動判別を行う必要が

ありますが、AI 解析に必要な装置を現地

の設備に組み込むことで、現地で画像を

解析し判別を行うことができます。こうし

て判別した捕獲の情報のみを伝送する

ことにより、データ通信量が少ない LPWA

でも、鳥獣害対策に活用することができ

ます。 

検知した情報は農家や猟友会に通知

することで見回りの負担軽減に貢献でき

ます。 

鳥獣被害対策 
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⚫ スマート田んぼダム 

静岡県袋井市では、田ん

ぼの排水口に自動落水桝を

を設置し、遠隔による田んぼ

ダム機能の操作を試行実施

しています。 

  

 

⚫ 児童見守りシステム 

北海道岩見沢市では、整

備した自営光ファイバ網や

地域BWA等を活用し、希望

される小学生の登下校情報

の配信をはじめ、学校と家

庭間のコミュニケーションサ

ービスを運用しています。 

(参照)取組事例 2 岩見沢市 13 p 

 

 

地域 BWA などのネットワークを活用し

て、児童見守りシステム、遠隔学習、在

宅就業（テレワーク）、遠隔診療などのサ

ービスを提供することで、農村地域にお

ける定住条件強化に寄与することができ

ます。 

また、防災の観点からも、台風や豪雨

時に水田で一時的に水を溜め、排水路

や河川への流出を抑制する「田んぼダ

ム」の導入が注目されています。この田

んぼダムに、無線通信技術を活用する

ことで、遠隔で操作をすることができ、洪

水被害の軽減につなげることができま

す。 

 

地域活性化・防災 
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農業農村における情報通信環境整備のガイドライン 

1-4. ガイドラインの位置付け 

想定する取組、対象者 

本ガイドラインは、農業農村における課題解決のため、ＩＣＴを活用して農業農村インフラ５）の管理の省力

化・高度化、農業生産の省力化・生産性向上等のためのスマート農業の導入、移住・定住の促進や都市

農村交流などの地域活性化に取り組むため、地方公共団体や農業協同組合、土地改良区等の農業者の

組織する団体等が主体となって、情報通信環境を整備する際の参考として活用されることを想定していま

す。 

 

基本的な考え方 

農業農村における情報通信環境は、低密度の人口、集落や農地を含む幅広いカバーエリア、農業農村

インフラの管理、スマート農業の導入、地域活性化など多用途への利用といった特徴を有することから、以

下の点に留意する必要があります。 

 

エッジコンピューティング６ 

  

 

５)農業農村インフラ：ほ場、農業用用排水施設、農道等の農業生産基盤及び農業集落排水施設、農業集落道、営農飲雑

用水施設、農業集落防災安全施設等の農村生活環境基盤 
６)エッジコンピューティング：端末やその近くに設置されたサーバでデータを処理・分析する仕組み。クラウドには必要最小限の

データを送るため、通信ネットワークへの負荷が軽減され、コスト抑制などのメリットがある。 

(1) 地域の課題やニーズを踏まえた情報通信環境の構築 

地域の課題やＩＣＴの利活用ニーズを踏まえた効率的な情報通信環境を構築することが重要

です。その際、将来的なＩＣＴの利活用方針など中長期的な視点を十分に踏まえ、必要な投資

を行うことが重要です。 

 

(2) 持続的に運営していくための収支計画の策定と関係者による体制の構築 

情報通信環境を持続的に運営していくためには、通信設備の保守・運用・更新を含めた収支

計画を策定する必要があります。その際、地域情報化計画など地域の総合計画も踏まえ、農

業以外の用途にも多目的に活用し、関係者で整備・運営コストを分担する体制を検討すること

が重要です。 

(3) 農業農村の特徴を踏まえた整備 

低密度の人口と幅広いカバーエリアなど農業農村の特徴を踏まえ、以下の点に留意しつつ、

効率的かつ柔軟な整備を行うことが重要です。 

① 既存技術から最新技術まで幅広い通信方式の活用やエッジコンピューティング 6)等による効

率的なシステム構成の検討 

② 通信施設の安全性や農作業への支障等を考慮しつつ、既存インフラの活用や農業生産基

盤整備との連携など柔軟な対応の検討 

③ ＩＣＴの利活用の用途、場所、要求水準等に応じた光ファイバや各種無線通信方式を適切に

組合せたネットワーク構成の検討 
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1-5. 農業農村における情報通信環境の整備の流れ 

情報通信環境の整備に関するプロセスは、①調査、②計画・設計、③工事・運営管理の３段階に分けら

れます。（図 1-6） 

次章より、各プロセスにおける基本的な考え方、ポイントについて説明します。 

 
図 1-6 情報通信環境整備の流れ 

 

  

調

査

※本フローチャートは標準的な事例であり、地域の実情により変わることがあります。

計

画
・
設

計

工

事
・
運

営

管

理

情報通信環境の整備に向けた方針や構想の検討

基礎調査
（地域の現状、課題整理、資料・データ等の収集整理）

情報通信分野の
関係者からの情報収集

ICT利活用ニーズ把握 推進体制の整備

適用する技術、通信方式、通信ネットワークの検討 現地踏査

情報通信施設の配置計画の検討

整備・運用方式の検討

整備計画の策定

関係機関、他事業者との協議
（共同利用・共同施工）

地元説明

整備事業者の選定

情報通信環境の整備

用地交渉－買収（借地）

各通信事業者との相互接続、通信障害等の有無の確認

利用開始、運営・管理

無縁局免許申請、
電気通信事業登録等

電波法、電気通信事業法のほか、施
工に関して土地改良法、道路法、河
川法等の各法令に関する届出、申請
等が必要
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農業農村における情報通信環境整備のガイドライン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第2章 調査における留意点 
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2-1. 情報通信環境整備に向けた方針・構想の検討 

地域の総合計画等で目指すビジョンの具体化に向け、その障壁となる課題を明確にし、課題解決に向け

た ICT の活用可能性と必要な情報通信基盤を検討します。 

課題解決につながる技術に関する情報を収集するとともに、関係者で課題、ICT の活用と通信環境整備

の必要性について認識の共有を図り、方針や構想を検討します。 

 

※準備会への相談やサポートの申込等の詳細については、ＨＰ（https://nn-tsushin.jp/）をご覧ください。 

 

  

⚫ 解決すべき課題や核となる取組を明確にし、それらを起点にして検討にとりかかることが重要です。

〈事例１〉 

⚫ 関係者で認識共有を図るためには、地域の中でＩＣＴ利活用に関心の高い農家など少数で話し合い

をはじめ、徐々に賛同者を増やしていくといった進め方も有効です。〈事例２〉 

⚫ ICT に関する情報収集には、報道やインターネット、展示会やセミナー等のイベントなどが活用できま

す。（参考資料 67P） 

⚫ 農林水産省が設置した官民連携の「農業農村情報通信環境整備推進体制準備会」によるサポート

（地域課題を踏まえた技術提案、事例紹介、構想づくり支援等）を受けることも可能です※。 

ポイント

<事例 1>佐賀市における農業用水の塩分濃度検知システムの導入 

佐賀平野に広がる農地では、限られたかんがい用水を効率よく利

用するため、「クリーク」と呼ばれる農業用用排水路に用水を貯留

し、ポンプを使って反復利用しています。満潮時など河川の水位上

昇による海水の逆流を防ぐため、河川とクリークの間には逆流防止

のためのフラップゲートが設置されています。 

平成 27 年、28 年にフラップゲートの破損やゴミ詰まりによる海水

の逆流で農作物に被害が発生し、市が多額の補償を行うという事案

が連続して発生し、大きな問題となっていました。 

こうした中、市の農政担当職員が株式会社ＮＴＴドコモ

のＩＣＴブイ（養殖漁場に通信機能を搭載したブイを設置し

海水のデータを遠隔監視するシステム）に関する新聞記

事を見て、塩害被害の防止に活用できるのではないかと

考え、相談したことがきっかけで取組がはじまりました。 

市内の農業用用排水路に通信機能を備えた塩分センサを設置し、

２０分ごとの塩分濃度がクラウドに保存されます。専用のアプリが入っ

たスマートフォンでデータが確認できるとともに、あらかじめ設定した塩

分濃度を検知すると警報メールを送ることも可能です。メールを見た

職員がすぐに現場にかけつけ対処することが可能になったことで、シス

テム導入後、塩害はゼロになりました。また、それまで行っていた定期

的なパトロールが不要になり、職員の負担軽減、人件費、車の燃料費

などのコスト縮減が図られ、大きな成果につながっています。 

 

佐賀県

佐賀市

取組事例

水路に設置されたセンサ 

無線基地局（LPWA）は 

携帯電話基地局の中に設置 

見通しがよく１台で広い範囲をカバー 
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７８ 

 

 

＜地域の情報通信環境整備に関する構想のイメージ＞ 

• 地域の現状・課題・目指す方向（ビジョン） 

• 課題解決やビジョン実現に活用可能なＩＣＴとそのために必要な情報通信環境 

• ICT 導入、情報通信環境整備に向けたロードマップ 

 

  

 

７） 農業気象配信サービス：市内 13 箇所に設置した気象観測装置のデータを解析して得た 50m メッシュ単位の各種予測

値をインターネットで配信 
８） 位置情報配信サービス：市内 3 箇所にて RTK-GNSS 基地局を設置し農業機械の自動操舵に必要な高精度位置情報

を配信 

<事例 2>岩見沢市における「いわみざわ地域ＩＣＴ農業利活用研究会」 

ＩＣＴ活用の先進地である北海道岩見沢市では、市内の情報通

信基盤の整備を進め、教育、医療・福祉、農業など幅広い分野でＩ

ＣＴの活用を展開しています。農業分野では、2013年から「農業気

象配信サービス」7)や「位置情報配信サービス」8)などのサービスを

開始するとともに、2019 年からはローカル５Ｇを活用したトラクター 

の遠隔自動制御などの最先端の技術の実証にも取り組んでいます。また、スマート農業の進展に伴う

農地でのブロードバンド利用ニーズの高まりを受け、農地を面的に広くカバーできる無線通信である、地

域ＢＷＡの整備を 2018 年から行っています。 

こうした取組の進展に大きく寄与したのが、地元の農業者が中心となって組織した「いわみざわ地域 

ＩＣＴ農業利活用研究会」です。同会は次世代農業の実現を目指し、農業者自らが実証や普及展開に

取り組むことを目的として 2013 年に設立されました。設立時は 109 名の農業者が参加していました

が、2021 年現在、200 名以上にまで増えています。 

研究会の設立のきっかけは、市が整備した光ファイバ網の有効活用方策について意見を聞くために

6 名の先進的な農業者に集まってもらったことです。ここでの意見が「位置情報配信サービス」の導入に

つながり、その後、農業者同士が仲間に声をかける形で参加者を増やし、研究会の設立に至りました。 

研究会では、外部講師を招いた座学の研修会や現地研修会、ＳＮＳなどを活用した情報交換、自

動操舵未経験者のためのマニュアルの作成などの活動を行っています。こうした農業者同士の話し合 

いの場があることで、行政が農業者のニーズを的確に把握し無駄の

ない投資が可能になります。さらに農業者同士でスマート農業の導

入効果が共有され、導入に慎重な農業者のきっかけにつながるとと

もに、同じ地域や作目の農業者の間で効果的な活用方法などの情

報が交換されるなど、技術の普及や導入効果の向上につながるな

ど大きな効果を生んでいます。 

 

北海道

岩見沢市

取組事例

研究会による現地研修会の様子 
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2-2. 基礎調査 

2-1 で検討した方針・構想を踏まえ、計画の策定に必要となる基礎的な事項について調査を実施します。

調査は、統計データ、既存資料の収集、関係機関等への聴き取りのほか、現地踏査等の方法で行います。 

  

＜基礎調査の主な項目＞ 

地域の方針・構想を踏まえ、必要な調査事項を整理して調査を行います。 

表 2-1 基礎調査の主な項目 

調査項目 主な調査内容 

(1)基本的な項目 ・社会経済状況（人口、産業など） 

・土地利用の状況（集落、農地、公共施設、土地利用規制、開発予定など） 

・農業の概況（農地面積、農家数、担い手の状況、主要作物など） 

(2)通信に関する項目 ・通信環境（携帯電話、光ファイバのサービスエリアの状況等）（2-3 参照） 

・通信に影響のある地形、自然条件、構造物 

・通信施設の電力確保のための電気設備 

・通信施設の設置可能性のある用地や建物 

(3)ＩＣＴ利活用の可能性のあ

る施設、取組の状況 

・スマート農業など ICT を活用した取組の状況 

・農業農村インフラの概況（位置、規模、管理者、ＩＣＴの利活用の状況、課題など） 

・地域活性化の取組状況（直売所・交流施設の位置・利用状況、農泊・都市農村交流等

の取組状況） 

・その他の取組状況（交通、防災、教育、福祉分野など） 

(4)自治体の総合計画等 ・自治体総合計画（自治体行動計画） 

・自治体農林水産基本計画（自治体農林水産行動計画） 

・自治体スマート農業推進計画 

・自治体地域情報化計画（自治体地域情報化基本計画） 

・自治体防災計画 

(5)その他 ・農業生産基盤等の整備計画 

・その他インフラや公共施設等の整備計画 

  

⚫ 基礎調査では、検討の起点となった核となる課題や取組に関する事項にとどまらず、地域全体の課

題やＩＣＴ利活用の可能性のある地域の取組・施設等の把握に努めることが重要です。 

⚫ また、地方公共団体が定める情報化やスマート農業等の推進方針など将来の展望を踏まえることも

重要です。 

⚫ これにより、通信施設の多目的利用や将来的な利用拡大も念頭においた、手戻りの少ない計画策

定や施設整備につながります。 

ポイント
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農業農村における情報通信環境整備のガイドライン 

2-3. 情報通信分野の関係者からの情報収集 

対象地域における、既存の光ファイバや無線基地局等の情報通信施設に関する情報を、民間通信事業

者、国・地方公共団体、鉄道会社、電力会社等から公開情報や照会により把握します。ダークファイバ９ 

 
 

表 2-2 既存通信施設整備状況の主な確認先 

施設 事業者 照会事項 備考 
光ファイバ ・ＮＴＴ東日本 

・ＮＴＴ西日本 

・国（国土交通省等） 

・地方公共団体 

・第三セクター 

・電力会社 

・鉄道会社 等 

・光ファイバの敷設状況 

・引き込み工事の条件 

・相互接続の条件 

・ダークファイバの貸出区間 

及び貸出条件 

・電柱共架の条件 

・敷地内敷設の条件 

・管理運用方法、管理委託可否 

・今後の整備予定 等 

企業により web 上で資料公開して

いる場合がある。 
(光ファイバに関する公開情報 NTT 東日本) 

https://www.ntt-east.co.jp/info-

st/mutial/hikari/ 

無線基地局 ・携帯電話キャリア 

・無線通信事業を行う電気

通信事業者１０) 

・地方公共団体 等 

・通信可能エリアの確認 

・管理運用方法、管理委託可否 

 

企業により web 上で資料公開して

いる場合がある。 
(通信エリア NTT ドコモ) 

https://www.docomo.ne.jp/area/ 

 

図 2-1 無線基地局の設置を検討する際の既設光ファイバの把握例 

  
 

９)ダークファイバ：敷設されている光ファイバのうち使われていない回線。 

１０)全国ＢＷＡ事業者や地域ＢＷＡ事業者（第三セクター、ケーブルテレビ会社等）等が該当する。 

ため池

：光ファイバ（既設）

：電柱（クロージャ有）

【凡 例 】

：電柱（クロージャ無）

⚫ 既存の情報通信施設の情報を把握することは、既存ストックの活用や連携（相互接続）、電波干渉

や重複投資の防止の観点から重要です。 

⚫ 関係者からの情報収集にあたっては、既存施設の配置、構造のほか、整備計画の有無やその内

容、時期、ダークファイバ 9)の貸し出しの有無、貸出条件、相互接続条件等もあわせて把握するよう

にします。（表 2-2） 

⚫ 把握した情報を地図や航空写真に落とし込み、可視化することにより、利用ニーズに応じた情報通信

施設整備のパターンの検討のための基礎資料として活用できます。（図 2-1） 

⚫ 今後、情報通信施設を整備するうえで「誰が運営管理するか」が重要になってきます。このため、この

段階から、最適な運営管理の在り方について関係者から聞き取りや協議を行うことが望ましいです。 

ポイント

出典：国土地理院撮影の空中

写真（2009 年撮影）を加

工して作成 

https://www.ntt-east.co.jp/info-st/mutial/hikari/
https://www.ntt-east.co.jp/info-st/mutial/hikari/
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2-4. ＩＣＴ利活用ニーズの把握 

アンケート調査やワークショップなどを通じて、地域のＩＣＴ利活用ニーズを把握します。その上で、情報通

信環境に求められる具体的な要件を確定します。 

 

 

１．アンケート調査 

（１）基本的な考え方 

ニーズ把握の方法としては、アンケート調査が一般的です。農業農村における情報通信環境は、様々な

用途への活用が見込まれることから、特定の用途にとらわれず、幅広く情報を収集できるように設問に配慮

する必要があります。 

また、アンケートの実施は、情報通信環境の整備に関する住民の理解を得るための手続の一環でもあり、

「整備によって何ができるのか」ということをわかりやすく伝達することが重要です。そのためには、事前に先

進地視察や地域内にモデル地区がある場合には現地見学会、導入事例や技術などを紹介するための説

明会などを開催し、関係者に整備後の具体的なイメージを持ってもらい、整備に向けた機運を高めることも

重要です。 

なお、地方自治体がアンケート調査を実施する場合、地域情報化計画の策定等に際して実施している

場合があるため、関係部署に確認しておくことが望ましいです。  

⚫ 幅広いニーズの把握 

情報通信環境が有効に活用されなければ、施設を安定的に維持運営していくことが難しくなりま

す。このため、農業分野にとどまらず、防災、交通、教育、医療など様々な分野で地域が抱える課題

やＩＣＴ利活用ニーズの把握に努め、整備する通信施設が多用途に有効活用できるようにすることが

重要です。 

⚫ 潜在的なニーズの把握やニーズの掘り起こし 

顕在化したニーズだけでなく、地域課題を踏まえた潜在的ニーズやＩＣＴ利活用の事例紹介や提

案、先進地区の視察などを行い利用予定者に具体的なイメージを持ってもらい、ニーズの掘り起こし

に努めることも重要です。 

⚫ 先進地視察や外部人材の活用も検討 

アンケート調査やワークショップを通じたニーズ把握を効果的に行うためには、地域の関係者にＩＣＴ

を使ってどのようなことが可能になるのか具体的なイメージを持ってもらうことが重要です。このため、

先進地視察や技術に精通した人材の活用などにより、整備に向けた機運を醸成することが重要で

す。 

⚫ できる限り具体的なニーズを把握 

ＩＣＴ利活用の用途、場所、要求水準等によって通信に求められる要件も異なるため、できる限り具

体的なニーズの把握に努めることが望まれます。その上で、情報通信環境に求められる具体的な要

件を確定し、その実現のためにどのような技術が適用可能か、どのような制約があるかなどについて

検討します。 

光ファイバの回線容量（芯数）、無線通信方式の選定に重要な情報となるため、利用場所、求め

る情報通信容量の試算、いつ利用を計画しているか、支払可能な利用料等を試算するために必要

な情報も収集します。 

ポイント
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（２）アンケート調査に当たっての留意点 

①調査段階のニーズ把握のため、検討に不必要な個人情報は収集しないようにします。（ただし、利用用

途の地区別分布の把握は必要であることから、小字単位までは把握するようにします。） 

②回答の選択肢として想定される具体的な用途を予め用意しておき、チェックリスト方式にするなど回答者

の負担軽減を図るようにします。（表 2-3） 

③用途によって利用場所が異なる場合があるため、用途ごとに日常の利用か農作業等の仕事での利用か

分かるようにするなど用途と利用場所のミスマッチが起きないように注意する必要があります。 

④通信端末を導入する場合、利用者の費用負担が発生します。導入後のトラブル防止の観点から、個人

負担に係るイニシャルコストとランニングコスト、機器の仕組みなどについて、合わせて資料を配布し十分

に理解いただくことが重要です。その上で、支払っても良いと考える金額を把握し、導入の規模や運営に

必要なコスト算定に活用できるようにします（図 2-2）。 

 

表 2-3 利用希望アンケートの選択肢の例（■：入力箇所） 

属性 
日常 

利用 

仕事等での 

利用 
利用したいと 

思う時期 

サービス利用料として

支払っても良いと 

考える金額※ 

農業農村インフラの管理 

□施設、機械の遠隔操作／遠隔監視（施設名：   ） □ □ 年以内 円/月 

スマート農業 

□スマート農業（自動給水栓等の水管理） □ □ 年以内 円/月 

□スマート農業（農機の自動運転・自動操舵） □ □ 年以内 円/月 

□スマート農業（栽培、気候データ等の収集等） □ □ 年以内 円/月 

□鳥獣被害対策 □ □ 年以内 円/月 

地域活性化 

□フリーWi-Fi サービスの提供 □ □ 年以内  

□教育施設での利用 □ □ 年以内  

個人利用 

□インターネット上のコンテンツ閲覧（web サイト、動画、

通販等） 
□ □ 年以内 

既存の通信事業者の

サービスに準ずる。 

□電子メール □ □ 年以内 

□ＩＰ電話 □ □ 年以内 

□テレビ放送（CATV、ひかりテレビ等のサービス） □ □ 年以内 

□リモートワーク □ □ 年以内  

その他（            ） □ □ 年以内  

※設備の購入に関する負担額ではなく、情報提供サービス等の月々の利用料（通信料金含む）として望ましいと思う金額を

御記入ください（例：スマートフォンで操作可能な自動給水栓の月々の利用料金）。 
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図 2-2 遠隔操作型自動給水栓の導入コストに関する参考資料の例 

 

※ 利用者 1 人につき１アカウントを付与（1 人で複数台の自動給水栓を管理しても金額は変わらない。） 

 

2．ワークショップの実施 

（１）基本的な考え方 

地域の課題やＩＣＴの利活用ニーズを把握する

方法としてワークショップがあります。ワークショップ

は、地域住民が集まって話し合い、現状や課題を

共有し、アイデアを出し合い、取組に対する意欲を

高め、合意を形成しながら進めることができるとい

う特徴があります（図 2-3）。 

一般的には図 2-4 のような流れで行いますが、

目的や対象者に応じてアレンジし、十分なコミュニ

ケーションが図れるように心がけることが重要です。 

また、ＩＣＴに馴染みのない地域住民が多いこと

が想定され、ＩＣＴに関する予備知識のないままワ

ークショップを行っても成果につながりません。事

前に先進地視察やモデル地区での現場説明会、

専門知識や導入事例に精通した人材によるガイ

ダンスなどを行い、参加者に整備後の具体的なイ

メージを持ってもらったうえで行うことが重要です。 

  

図 2-3 ワークショップの実施状況 
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（２）実施にあたっての留意点 

①地域住民、市町村、土地改良区、JA など、地域に関わる多様な関係者に参加してもらうことが重要

です。 

②情報通信分野に精通した人材に進行役（ファシリテーター）や講師を担ってもらうことが望ましいです。

人選・派遣には総務省の「地域情報化アドバイザー」制度などが活用できます。 

【地域情報化アドバイザー制度 総務省 web サイト】 

https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/ictriyou/manager.html 

③必要に応じて、複数回実施するとともに、抽出された課題について、ＩＣＴの導入により解決できるも

のか否かの判断、地域としての解決の優先順位を整理します。 

 

３．結果の取りまとめ 

アンケート調査、ワークショップの実施後、結果を地図や図表等に整理します。これを基に関係者で協議

し、整備の必要性と優先度の確認、現地調査を行うエリアなどの方針を決定していきます。 

なお、取りまとめ結果に関しては、(1)公共の課題（農業農村インフラを含む）、(2)農業の課題、(3)地域

活性化（定住）の課題など、大きなテーマごとに色分けして整理するとわかりやすい資料になります（図 2-5、

表 2-4）。 

 

  

項目 時間 内容 

趣旨説明 10 分程度 ワークショップの目的や目標、話し合いのルールを説明する。 

自己紹介 10 分程度 話し合いを行う５～６名のグループに分かれ自己紹介を簡潔に行う。 

話し合い 60 分程度 地域の課題やそのための対応策について意見を出し合い、その結果をまとめる。 

意見発表 20～30 分程度 各グループの代表者が話し合いの結果を発表し、全体に共有する。 

まとめ・講評 10 分程度 ファシリテーターが話し合いの成果をまとめる。 

対象範囲、話し合いの目標を設定し、限られた時間で結論を得るためのプログラムを

検討します。
①開催の準備

話し合いを円滑に進めるにあたり、専門的な知識を有し、中立的な立場で進行、指導、

総括を行うことができるファシリテーターを選定します。

③進行役（ファシリテーター）
の選定

一般的な流れを示すと次のようになります。④ワークショップの開催

参加者がＩＣＴに関する予備知識がない場合や参加者に事前に整備後のイメージを

持ってもらうため、必要に応じて、現地視察や専門家によるガイダンスを行います。

（必要に応じ）
②現地視察・ガイダンス

図 2-4 ワークショップの一般的な流れ 

https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/ictriyou/manager.html
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